
  令 和 ８ 年 度 大 鰐 町 空 き 店 舗 等 活 用 創 業 支 援 事 業 補 助 金

交 付 要 綱

 （ 趣 旨 ）

第 １ 条  町 は 、 雇 用 の 創 出 及 び 地 域 の 活 性 化 を 図 る と と も

に 、 町 内 に お け る 空 き 店 舗 等 の 解 消 に 資 す る こ と を 目 的

と し て 、 空 き 店 舗 等 に お い て 事 業 を 開 始 す る 者 に 対 し 、

令 和 ８ 年 度 予 算 の 範 囲 内 で 補 助 金 を 交 付 す る こ と と し 、

そ の 交 付 に つ い て は 、 大 鰐 町 補 助 金 等 の 交 付 に 関 す る 規

則 （ 昭 和 4 9 年 大 鰐 町 規 則 第 ９ 号 ） に 定 め る も の の ほ か 、
こ の 要 綱 の 定 め る と こ ろ に よ る 。

 （ 定 義 ）

第 ２ 条  こ の 要 綱 に お い て 、 空 き 店 舗 等 と は 、 別 表 １ に 掲

げ る 要 件 を 全 て 満 た す 空 き 店 舗 、 空 き 事 務 所 又 は 空 き 家

と す る 。

 （ 補 助 対 象 者 ）

第 ３ 条  補 助 金 の 交 付 を 受 け る こ と が で き る 者 （ 以 下 「 補

助  対 象 者 」 と い う 。 ） は 、 次 に 掲 げ る 要 件 を 全 て 満 た

す 個 人 又 は 法 人 と す る 。

(１ )  事 業 に 必 要 な 資 格 や 許 認 可 等 を 取 得 し て い る 又 は
取 得 す る 見 込 み が あ る こ と 。

(２ )  事 業 を 開 始 し よ う と す る 空 き 店 舗 等 に お い て 、 ２
年 以 上 継 続 し て 営 業 す る 意 思 を 有 す る こ と 。

(３ )  営 業 日 が 通 年 又 は 週 ４ 日 以 上 で あ り 、 か つ 、 営 業
時 間 が １ 日 ５ 時 間 以 上 で あ る こ と 。

(４ )  別 表 ２ 第 １ 号 に 該 当 す る 場 合 、 営 業 開 始 の 日 か ら
２ 年 以 上 本 町 に 住 所 又 は 本 店 を 有 す る こ と が 見 込 ま れ

る こ と 。

(５ )  空 き 店 舗 等 の 所 有 者 と 補 助 金 の 交 付 を 受 け よ う と
す る 者 （ 以 下 「 申 請 者 」 と い う 。 ） と の 関 係 が 同 一 世

帯 又 は 生 計 を 一 に す る 者 若 し く は ２ 親 等 以 内 の 親 族 で

な い こ と 。

(６ )  空 き 店 舗 等 の 所 有 者 と 同 一 の 法 人 等 に 属 す る 者 で
な い こ と 。



(７ )  既 に 町 内 の 店 舗 に 出 店 し て い る 申 請 者 が 空 き 店 舗
等 に 出 店 す る に 当 た り 、 町 内 の 当 該 店 舗 が 空 き 店 舗 と

な ら な い こ と 。

(８ )  本 町 以 外 の 市 町 村 を 含 む 市 町 村 民 税 （ 法 人 等 に あ
っ て は 、 法 人 等 及 び そ の 代 表 者 に 係 る 市 町 村 税 ） を 滞

納 し て い な い こ と 。

(９ )  国 、 県 が 実 施 す る 同 様 の 制 度 に よ る 補 助 金 、 助 成
金 等 を 受 け て い な い こ と 。

( 1 0 )  大 鰐 町 暴 力 団 排 除 条 例 （ 平 成 2 3 年 大 鰐 町 条 例 第 2 1
号 ） に 規 定 す る 暴 力 団 員 等 で な い こ と 。

 （ 補 助 対 象 事 業 ）

第 ４ 条  補 助 金 の 交 付 の 対 象 と な る 事 業 （ 以 下 「 補 助 対 象

事 業 」 と い う 。 ） は 、 都 市 計 画 法 （ 昭 和 4 3 年 法 律 第 1 0 0
号 ） 第 ７ 条 に 規 定 す る 市 街 化 区 域 内 に お い て 、 前 条 に 規

定 す る 者 が 空 き 店 舗 等 を 借 り 上 げ て 実 施 す る 小 売 業 、 飲

食 サ ー ビ ス 業 、 生 活 関 連 サ ー ビ ス 業 そ の 他 町 長 が 特 に 認

め る 事 業 と す る 。

２  前 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当

す る 事 業 は 、 補 助 対 象 事 業 と し な い 。

(１ )  風 俗 営 業 等 の 規 制 及 び 業 務 の 適 正 化 等 に 関 す る 法
律 （ 昭 和 2 3 年 法 律 第 1 2 2 号 ） 第 ２ 条 第 １ 項 に 規 定 す る
風 俗 営 業 に 該 当 す る 事 業

(２ )  政 治 活 動 又 は 宗 教 活 動 を 目 的 と す る 事 業
(３ )  そ の 他 町 長 が 不 適 当 と 認 め る 事 業

 （ 補 助 対 象 経 費 及 び 補 助 金 の 額 ）

第 ５ 条  補 助 金 の 交 付 の 対 象 と な る 経 費 （ 以 下 「 補 助 対 象

経 費 」 と い う 。 ） は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る も の と す る 。

(１ )  外 装 ・ 内 装 工 事 費 、 設 備 （ 水 道 、 電 気 、 ガ ス 、 空
調 ） 工 事 費 、 附 帯 工 事 費 及 び 設 計 費

(２ )  補 助 対 象 者 が 自 ら 空 き 店 舗 等 の 改 修 を 行 う 場 合 の
資 材 等 の 購 入 費

２  補 助 金 の 額 は 、 補 助 対 象 経 費 に ２ 分 の １ を 乗 じ て 得 た

額 （ 当 該 金 額 に 1 , 0 0 0 円 未 満 の 端 数 が 生 じ た と き は 、 そ

の 端 数 を 切 り 捨 て た 額 ） 又 は 別 表 ２ に 掲 げ る 補 助 金 の 上



限 額 の い ず れ か 低 い 額 以 内 と す る 。

 （ 交 付 申 請 ）

第 ６ 条  申 請 者 は 、 令 和 ８ 年 度 大 鰐 町 空 き 店 舗 等 活 用 創 業

支 援 事 業 補 助 金 交 付 申 請 書 （ 様 式 第 １ 号 ） に 、 次 に 掲 げ

る 書 類 を 添 え て 町 長 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。

(１ )  事 業 計 画 書 （ 様 式 第 ２ 号 ）
(２ )  申 請 者 が 個 人 で あ る 場 合 は 住 民 票 の 写 し 、 申 請 者
が 法 人 で あ る 場 合 に は 法 人 の 登 記 事 項 証 明 書

(３ )  市 町 村 民 税 （ 法 人 等 に あ っ て は 、 法 人 等 及 び そ の
代 表 者 に 係 る 市 町 村 税 ） に 滞 納 が な い こ と を 証 す る 書

類

(４ )  空 き 店 舗 等 の 位 置 図 等 及 び 現 況 写 真
(５ )  改 修 等 に 係 る 図 面 及 び 見 積 書 の 写 し 等 経 費 の 内 訳
が 分 か る 書 類

(６ )  空 き 店 舗 等 が 賃 貸 で あ る 場 合 は 賃 貸 借 契 約 書 の 写
し 、 売 買 で あ る 場 合 は 土 地 及 び 建 物 の 登 記 事 項 証 明 書

(７ )  誓 約 書 （ 様 式 第 ３ 号 ）
(８ )  そ の 他 町 長 が 必 要 と 認 め る 書 類

 （ 交 付 決 定 等 ）

第 ７ 条  町 長 は 、 前 条 の 規 定 に よ る 申 請 が あ っ た と き は 、

当 該 申 請 に 係 る 書 類 を 審 査 し 、 必 要 に 応 じ て 現 地 確 認 調

査 等 を 行 い 、 補 助 金 の 交 付 の 可 否 を 決 定 す る も の と し 、

補 助 金 を 交 付 す る こ と を 決 定 し た 場 合 に あ っ て は 、 令 和

８ 年 度 大 鰐 町 空 き 店 舗 等 活 用 創 業 支 援 事 業 補 助 金 交 付 決

定 通 知 書 （ 様 式 第 ４ 号 ） に よ り 、 補 助 金 を 交 付 し な い こ

と を 決 定 し た 場 合 に あ っ て は 、 令 和 ８ 年 度 大 鰐 町 空 き 店

舗 等 活 用 創 業 支 援 事 業 補 助 金 不 交 付 決 定 通 知 書 （ 様 式 第

５ 号 ） に よ り 、 申 請 者 に 通 知 す る も の と す る 。

２  町 長 は 、 交 付 決 定 後 の 補 助 金 の 増 額 は 認 め な い も の と

す る 。 た だ し 、 予 算 の 都 合 上 、 補 助 金 の 交 付 額 の 上 限 に

満 た な い 場 合 又 は 満 額 に 満 た な い 条 件 で 交 付 決 定 が さ れ

、 後 に 上 限 で の 交 付 が 可 能 で あ る 場 合 に あ っ て は 、 予 算

の 範 囲 内 で 増 額 す る こ と が で き る 。

 （ 申 請 の 取 下 げ 及 び 期 日 ）



第 ８ 条  申 請 者 が 、 事 情 に よ り 第 ６ 条 の 規 定 に よ る 申 請 を

取 下 げ し よ う と す る と き は 、 交 付 決 定 し た 日 か ら 起 算 し

て 原 則 2 0 日 以 内 に 令 和 ８ 年 度 大 鰐 町 空 き 店 舗 等 活 用 創 業
支 援 事 業 補 助 金 申 請 取 下 書 （ 様 式 第 ６ 号 ） を 提 出 し な け

れ ば な ら な い 。

 （ 変 更 等 の 承 認 ）

第 ９ 条  第 ７ 条 の 規 定 に よ り 交 付 の 決 定 を 受 け た 者 （ 以 下

「 交 付 決 定 者 」 と い う 。 ） は 、 工 事 の 内 容 を 変 更 又 は 中

止 し よ う と す る と き は 、 令 和 ８ 年 度 大 鰐 町 空 き 店 舗 等 活

用 創 業 支 援 事 業 補 助 金 変 更 （ 中 止 ・ 廃 止 ） 承 認 申 請 書 （

様 式 第 ７ 号 ） に 必 要 書 類 等 を 添 え て 町 長 に 提 出 し な け れ

ば な ら な い 。

２  町 長 は 前 項 の 規 定 に よ る 申 請 が あ っ た と き は 、 当 該 申

請 に 係 る 書 類 等 を 審 査 し 、 補 助 金 の 変 更 交 付 の 可 否 を 決

定 し 、 令 和 ８ 年 度 大 鰐 町 空 き 店 舗 等 活 用 創 業 支 援 事 業 補

助 金 変 更 （ 中 止 ・ 廃 止 ） 承 認 通 知 書 （ 様 式 第 ８ 号 ） に よ

り 通 知 す る 。

３  変 更 を 承 認 し な い 場 合 に つ い て は 、 第 ７ 条 の 規 定 を 準

用 す る 。

 （ 実 績 報 告 ）

第 1 0 条  交 付 決 定 者 は 、 空 き 店 舗 等 の 整 備 を 完 了 し た と き
は 、 令 和 ８ 年 度 大 鰐 町 空 き 店 舗 等 活 用 創 業 支 援 事 業 補 助

金 実 績 報 告 書 （ 様 式 第 ９ 号 ） に 次 に 掲 げ る 書 類 を 添 え て

、 町 長 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。

(１ )  事 業 実 績 明 細 書 （ 様 式 第 1 0 号 ）
(２ )  改 修 等 に 要 し た 経 費 の 領 収 書 の 写 し
(３ )  改 修 内 容 が 分 か る 写 真 （ 着 工 前 、 施 工 中 、 完 成 後
）

(４ )  営 業 を 開 始 し た こ と を 証 明 で き る 書 類 等 の 写 し
(５ )  別 表 ２ 第 １ 号 に 該 当 す る も の で 、 申 請 者 が 個 人 で
あ る 場 合 は 住 民 票 の 写 し 、 法 人 で あ る 場 合 は 法 人 の 登

記 事 項 証 明 書

(６ )  そ の 他 町 長 が 必 要 と 認 め る も の
２  前 項 の 実 績 報 告 書 は 、 空 き 店 舗 等 の 整 備 が 完 了 し た 日



か ら 3 0 日 以 内 又 は 令 和 ９ 年 ３ 月 3 1 日 ま で の い ず れ か 早
い 日 ま で に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。

 （ 補 助 金 の 額 の 確 定 ）

第 11 条  町 長 は 前 条 の 規 定 に よ る 実 績 報 告 が あ っ た と き は
、 速 や か に そ の 内 容 を 審 査 し た 上 で 補 助 金 の 交 付 額 を 確

定 し 、 令 和 ８ 年 度 大 鰐 町 空 き 店 舗 等 活 用 創 業 支 援 事 業 補

助 金 交 付 額 確 定 通 知 書 （ 様 式 第 11 号 ） に よ り 交 付 決 定 者
に 通 知 す る も の と す る 。

２  町 長 は 前 条 の 規 定 に よ る 実 績 報 告 に つ い て 、 現 地 確 認

調 査 等 を 行 う と と も に 、 必 要 が あ る と 認 め る と き は 、 交

付 決 定 者 に 報 告 を 求 め る こ と が で き る も の と す る 。

 （ 補 助 金 の 請 求 ）

第 1 2 条  補 助 金 の 請 求 は 、 前 条 第 １ 項 の 規 定 に よ り 補 助 金
の 確 定 通 知 を 受 け た 後 、 3 0 日 以 内 に 令 和 ８ 年 度 大 鰐 町 空

き 店 舗 等 活 用 創 業 支 援 事 業 補 助 金 請 求 書 （ 様 式 第 1 2 号 ）
を 提 出 し 行 う も の と す る 。

 （ 決 定 の 取 消 し 等 ）

第 1 3 条  町 長 は 、 交 付 決 定 者 が 補 助 金 の 交 付 決 定 の 内 容 又
は こ の 要 綱 に 違 反 し た と き は 、 補 助 金 の 交 付 の 全 部 又 は

一 部 を 取 り 消 す こ と が で き る 。

２  前 項 の 規 定 に よ り 補 助 金 の 交 付 決 定 を 取 り 消 し た 場 合

に お い て 、 既 に 補 助 金 が 交 付 さ れ て い る と き は 、 町 長 は

、 交 付 決 定 者 に 対 し 、 補 助 金 の 全 部 又 は 一 部 の 返 還 を 求

め る も の と す る 。

３  交 付 決 定 者 は 、 前 項 の 規 定 に よ り 返 還 を 求 め ら れ た 場

合 、 直 ち に 当 該 補 助 金 を 返 還 し な け れ ば な ら な い 。 た だ

し 、 町 長 が や む を 得 な い と 認 め た 場 合 は 、 返 還 す る 金 額

の 全 部 又 は 一 部 を 免 除 す る こ と が で き る 。

 （ そ の 他 ）

第 1 4 条  こ の 要 綱 に 定 め る も の の ほ か 、 必 要 な 事 項 は 、 町
長 が 別 に 定 め る 。

附  則

こ の 要 綱 は 、 令 和 ８ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。



別 表 １ （ 第 ２ 条 関 係 ）

種 類 共 通 要 件 個 別 要 件

１  空 き 店 舗

又 は 空 き 事

務 所

( １ )  町 内 に お い て

、 １ か 月 以 上 使 用

さ れ て い な い こ と

。

( ２ )  店 舗 兼 住 宅 の

場 合 、 店 舗 部 分 と

住 居 部 分 が 明 確 に

独 立 し 、 か つ 、 店

舗 部 分 専 用 の 独 立

し た 出 入 口 を 有 す

る こ と 。

( ３ )  売 買 契 約 又 は

賃 貸 借 契 約 に よ る

こ と 。

(１ )  過 去 に 事 業 の
用 に 供 さ れ て い た

こ と 。

(２ )  大 規 模 小 売 店
舗 立 地 法 （ 平 成

1 0 年 法 律 第 9 1 号
） 第 ２ 条 第 ２ 項 に

規 定 す る 大 規 模 小

売 店 舗 内 の 物 件 で

な い こ と 。

２  空 き 家 過 去 に 住 居 の 用 に

供 さ れ て い た こ と 。



別 表 ２ （ 第 ３ 条 関 係 ）

申 請 者 区 分 上 限 の 額

(１ )  令 和 ７ 年 1 0 月 １ 日 か ら 第 1 0 条
第 ２ 項 に 規 定 す る 実 績 報 告 書 の 提 出

期 限 ま で に 本 町 に 転 入 す る 個 人 又 は

本 店 を 移 転 す る 法 人

1 , 0 0 0 千 円

(２ )  上 記 以 外 の 者  5 0 0 千 円

備 考  補 助 金 の 額 は 、 1 , 0 0 0 円 未 満 の 額 を 切 り 捨 て と す る 。


